
 

 多久市ワーキングサポートセンター条例施行規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。 

 

   令和５年１２月２５日 

 

多久市長  横 尾  俊 彦    

 

多久市規則第４０号 

 

   多久市ワーキングサポートセンター条例施行規則の一部を改正す  

   る規則 

 

 多久市ワーキングサポートセンター条例施行規則（平成２８年多久市規則第

１７号）の一部を次のように改正する。    

 

 第７条第１項を次のように改める。  

  条例第１２条の規定による使用料の減免については、多久市公の施設使用

料に係る減免基準に関する規則（令和５年多久市規則第３８号）に定めると

おりとする。 

 

   附 則 

 この規則は、令和６年４月１日より施行する。  


